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○健康企業宣言への参加について

「健康企業宣言」でいう「従業員」とは、労働基準法で規定
された「使用者の指揮命令を受けて労働し賃金を支払われる
者」のことを指します。
通常の労働者の他、常時使用される短時間労働者(契約社員
やパート勤務者)を含みます。

「従業員」とはどの範囲までを指
すのですか。

項番 質　　問 回　　　　　答

「健康企業宣言」は、事業主が健康づくりに取組む姿勢を宣
言するものです。
今回の取組みは、事業主のリーダーシップが重要であり、自
らが、企業の健康づくりの現状を確認し、その課題に取組む
必要があります。

「健康企業宣言」は誰が行うの
か。

健康企業宣言の参加にあたって、費用はありません。

「健康企業宣言」は、事業主が宣言するもので従業員等の同
意は必要ありません。
しかしながら、企業の健康づくりには、事業主と従業員が連
携して取組むことが重要と考えております。

「健康企業宣言」に取組むにあ
たって、従業員の同意が必要です
か。

「健康企業宣言」は義務ではありませんが、「宣言」を機会
に職場の健康づくりに取組むことにより、従業員の健康増進
につながるものと考えます。

健康保険組合に加入する事業所は
必ず「健康企業宣言」をしなけれ
ばいけないのでしょうか。(義務
ですか)

健康企業宣言の取組みにあたっては、加入事業所単位で行う
こととなります。
したがって、一括適用事業所を「１企業」として取組むこと
となります。

「健康企業宣言」は健康保険組合
の加入事業所を単位として行うと
いうことですが、「一括適用事業
所」においては、承認前の事業所
を単位として行うことは可能です
か。
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達成基準を満たさなかった場合は、改めて「宣言の証」が交
付されますので、継続して取組みましょう。
もし、取組みが継続してできなくなった場合は、辞退届を提
出することで中止することができます。

健康企業宣言に参加したが、達成
出来なかった場合はどうなるの
か。
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所在地が東京都以外でも当組合に加入している事業所であれ
ば参加できます。
加入事業所の被保険者数、設立の形態（法人、団体及び個人
事業所等）は問いません。

東京都以外の適用事業所より、地
元に「健康企業宣言」のような取
組があれば参加したいと考えてい
ますが、可能でしょうか。

「健康企業宣言」への参加を検討・希望する場合は、次の手
順により手続をお願いします。
　①事業主自ら、「健康企業宣言チェックシート Step１(以
　　下、「チェックシート１」という)」に基づいて職場の
　　健康づくりの現状を確認。
　②①により「取組む課題」を決定。
　③「健康企業宣言 Step１ 応募用紙(申込書)」を当組合へ
　　FAX又は郵送で提出。
　④提出を受けた当組合は申込書を確認し、東京連合会へ回
　　送。

「健康企業宣言」に参加するため
の手順、手続はどうなりますか。

「健康企業宣言」への参加を検討
していますが、費用(お金)はかか
りますか。


